
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（福田１丁目）配水管取替工事その２ 

 契約変更後の概要 

工事概要：布設延長 φ75-157.6m,φ100-141.8m,φ150-636.9m, φ200-  1.9m 

         :撤去延長  φ75-134.3m,φ100-128.5m,φ150-207.5m, φ200-436.9m 

 

  

 

設計変更の理由 
 

① 材料について 

・現地状況に合わせて配管した結果、材料数量に変更が生じる。（減） 

・φ40mm の給水付替について、当初は割丁字管での分岐を予定していたが、2024年10月1日の給水装置

工事施行基準の改訂に伴い、サドル分水栓による分岐に変更となる。（減） 

 

② 管布設工、管工、仮配管工、給水管付替工について 

・試験掘等の現場精査により、管布設工、管工に数量の変更が生じる。（減） 

・一部区間において、関係各機関・地元住民との協議の結果、管布設工・管工が夜間施工となる。（増） 

・試験掘を実施した結果、新設・撤去による取替方法を予定していた箇所のうち、一部区間で必要とな

る占用位置が確保できないことが判明したため、仮配管工による取替方法に変更となる。（増） 

上記の理由により給水管付替工が変更となる。（増） 

  

③ 舗装復旧工について 

道路管理者との協議の結果、数量に変更が生じる。（増） 

 

④ 交通誘導警備員について 

当初、日配置人数を4人とする計画であったが、関係各機関・地元住民との協議の結果、日配置人数が1

～10人となり、昼・夜間等に変更が生じる。（増） 

 

 


